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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の地域内に配置された基地局を介して前記所定の地域内において第１の通信サービ
スの利用が可能な局所ネットワークである第１の通信網、及び広域セルラーネットワーク
である第２の通信網、のいずれにも無線接続が可能な端末に対して、前記第１の通信網を
用いた前記第１の通信サービスの提供が可能な第１の通信サービス局装置と、
　前記端末における前記第１の通信網を用いた前記第１の通信サービスの利用時の通信量
を計数する第１の計数装置と、を備え、
　前記第１の通信サービス局装置は、
　前記端末からの前記第１の通信サービスの利用開始要求の受信に応じて、前記第１の通
信サービスの内容情報と前記第１の通信サービスの利用に伴う課金体系情報とを対応付け
て前記端末に送信し、
　前記端末からの前記第１の通信サービスの開始を許可する旨の指示に関する情報の受信
に応じて、前記第１の通信サービスの利用に伴う無線通信を、前記端末との間で、前記第
１の計数装置を介して行い、
　前記第１の計数装置は、
　前記無線通信に係る通信量を計数し、
　前記端末からの前記第１の通信サービスの利用を終了する旨の指示に関する情報の送信
に応じて生成された前記第１の通信サービスの利用時の通信量に関する情報を前記端末に
おける前記第２の通信網を用いた第２の通信サービスの利用時の通信量を計数する第２の
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計数装置に送信する、
　通信課金システム。
【請求項２】
　前記第２の計数装置と、
　前記端末に対して、前記第２の通信網を用いた前記第２の通信サービスの提供が可能な
第２の通信サービス局装置と、をさらに備え、
　前記第２の通信サービス局装置は、
　前記端末からの前記第２の通信サービスの利用開始要求の送信に応じて、前記第２の通
信サービスの内容情報と前記第２の通信サービスの利用に伴う課金体系情報とを対応付け
て前記端末に送信し、
　前記端末からの前記第２の通信サービスの開始を許可する旨の指示に関する情報の送信
に応じて、前記第２の通信サービスの利用に伴う無線通信を、前記端末との間で、前記第
２の計数装置を介して行い、前記無線通信に係る通信量を計数し、
　前記第２の計数装置は、
　前記第１の計数装置から送信された前記第１の通信サービスの利用時の通信量に関する
情報と、計数された前記第２の通信サービスの利用時の通信量に関する情報とを、前記端
末に関する情報と対応付けて記憶部に記憶する、
　請求項１に記載の通信課金システム。
【請求項３】
　前記第２の計数装置は、
　前記記憶部に記憶された前記第１の通信サービスの利用時の通信量に関する情報と前記
第２の通信サービスの利用時の通信量に関する情報とを用いて、前記端末を所持するユー
ザの通信サービス利用に関する課金情報を生成する、
　請求項２に記載の通信課金システム。
【請求項４】
　前記第２の計数装置は、
　生成された前記課金情報を前記端末に通知する、
　請求項３に記載の通信課金システム。
【請求項５】
　前記第１の計数装置は、
　前記端末が前記第１の通信網において下り回線を用いた前記第１の通信サービスの利用
時の通信量を計数し、
　前記第２の計数装置は、
　前記端末が前記第２の通信網において下り回線を用いた前記第２の通信サービスの利用
時の通信量を計数する、
　請求項２～４のうちいずれか一項に記載の通信課金システム。
【請求項６】
　前記第１の計数装置は、
　前記端末が前記第１の通信網において上り回線を用いた前記第１の通信サービスの利用
時の通信量を計数し、
　前記第２の計数装置は、
　前記端末が前記第２の通信網において上り回線を用いた前記第２の通信サービスの利用
時の通信量を計数する、
　請求項２～４のうちいずれか一項に記載の通信課金システム。
【請求項７】
　所定の地域内に配置された基地局を介して前記所定の地域内において第１の通信サービ
スの利用が可能な局所ネットワークである第１の通信網、及び広域セルラーネットワーク
である第２の通信網、のいずれにも無線接続が可能な端末に対して、前記第１の通信網を
用いた前記第１の通信サービスの提供が可能な第１の通信サービス局装置と、第１の計数
装置と、を含む通信課金システムを用いた通信課金方法であって、
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　前記第１の通信サービス局装置は、
　前記端末からの前記第１の通信サービスの利用開始要求の受信に応じて、前記第１の通
信サービスの内容情報と前記第１の通信サービスの利用に伴う課金体系情報とを対応付け
て前記端末に送信し、
　前記端末からの前記第１の通信サービスの開始を許可する旨の指示に関する情報の受信
に応じて、前記第１の通信サービスの利用に伴う無線通信を、前記端末との間で、前記第
１の計数装置を介して行い、
　前記第１の計数装置は、
　前記無線通信に係る通信量を計数し、
　前記端末からの前記第１の通信サービスの利用を終了する旨の指示に関する情報の送信
に応じて生成された前記第１の通信サービスの利用時の通信量に関する情報を前記端末に
おける前記第２の通信網を用いた第２の通信サービスの利用時の通信量を計数する第２の
計数装置に送信する、
　通信課金方法。
【請求項８】
　前記第２の計数装置と、前記端末に対して、前記第２の通信網を用いた前記第２の通信
サービスの提供が可能な第２の通信サービス局装置と、をさらに含む通信課金システムを
用いた、請求項７に記載の通信課金方法であって、
　前記第２の通信サービス局装置は、
　前記端末からの前記第２の通信サービスの利用開始要求の送信に応じて、前記第２の通
信サービスの内容情報と前記第２の通信サービスの利用に伴う課金体系情報とを対応付け
て前記端末に送信し、
　前記端末からの前記第２の通信サービスの開始を許可する旨の指示に関する情報の送信
に応じて、前記第２の通信サービスの利用に伴う無線通信を、前記端末との間で、前記第
２の計数装置を介して行い、前記無線通信に係る通信量を計数し、
　前記第２の計数装置は、
　前記第１の計数装置から送信された前記第１の通信サービスの利用時の通信量に関する
情報と、計数された前記第２の通信サービスの利用時の通信量に関する情報とを、前記端
末に関する情報と対応付けて記憶部に記憶する、
　通信課金方法。
【請求項９】
　所定の地域内に配置された基地局を介して前記所定の地域内において第１の通信サービ
スの利用が可能な局所ネットワークである第１の通信網、及び広域セルラーネットワーク
である第２の通信網、のいずれにも無線接続が可能な端末であって、
　前記第１の通信網を用いた第１の通信サービス又は前記第２の通信網を用いた第２の通
信サービスのうち、いずれかの通信サービスの利用開始の指示を受け付ける操作部と、
　指示された前記通信サービスの利用開始の要求に関する情報を、前記通信サービスを提
供するサービス局装置に送信する通信部と、
　前記通信サービスに関する情報に基づいて前記サービス局装置により生成された、前記
通信サービスの利用時の通信量と通信料金との対応関係を示す課金体系情報を、前記通信
部を介して取得する取得部と、
　取得された前記通信サービスに対応する課金体系情報を含む、前記通信サービスの利用
開始の許否選択画面を表示する表示部と、を備え、
　前記通信部は、
　前記通信サービスの利用開始の許否選択画面に対する、前記通信サービスの利用開始の
許可の指示に応じて、前記サービス局装置との間で前記通信サービスに関する通信を開始
する、
　端末。
【請求項１０】
　前記表示部は、
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　前記第１の通信サービスの利用時の通信量に関する情報と前記第２の通信サービスの利
用時の通信量に関する情報とを用いて生成された、前記端末を所持するユーザの通信サー
ビス利用に関する課金情報を表示する、
　請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記通信部は、
　前記端末を所持するユーザの通信サービス利用に関する課金情報を、前記第２の通信サ
ービスの利用時の通信量を計数する第２の計数装置より受信する、
　請求項９又は１０に記載の端末。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、端末における無線通信の通信量を管理して課金を行う通信課金システム、通
信課金方法、並びに無線通信を行う端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　５Ｇ（第５世代移動通信システム）では、ミリ波帯などの高周波数帯域が使われること
が検討されているが、このような高周波数帯域は、屋内エリア（例えば、個宅、集合住宅
、ホテル、病院）やローカルエリア（例えば、ショッピングモール、企業の敷地内、工事
現場、大学のキャンパス、スマートタウン）における無線通信のトラフィックの収容に適
すると考えられている。ユーザの所持する端末は、上述した屋内エリアやローカルエリア
に含まれない屋外エリア（言い換えると、公衆エリア）の広域セルラー基地局に接続して
データの送受信を行う場合もあれば、上述した屋内エリアやローカルエリア内の比較的狭
い空間をカバーする基地局に接続してデータの送受信を行う場合もある。
【０００３】
　屋内エリアあるいはローカルエリアをカバーする５Ｇの無線通信システムは、ある程度
限定された端末数に対して、比較的少数で小型かつ低価格の基地局による高ｂｐｓ（bit 
per second）サービス（例えば、在宅ＴＶ会議、監視カメラ映像のアップロード、有料コ
ンテンツ映像のダウンロード視聴）の提供が可能である。しかし、現状の広域セルラーシ
ステムでは、無線通信のトラフィックがどこのエリアで発生したかを分別計数管理する機
能はなく、広域セルラーシステムのコアネットワークを構成するＰ－ＧＷ（ＰＤＮ－ＧＷ
：Packet Data Network Gate Way）において、端末ごとに無線通信のトラフィック量（つ
まり、パケット数）の総量を計数管理している。
【０００４】
　例えば非特許文献１には、５Ｇ無線通信の利活用の検討において、端末ごとの無線通信
のトラフィック量の総量の計数管理に関して、次のような提案（つまり、Flexible Accou
ntingの提案）がなされている。具体的には、ユーザが特定の既存の広域セルラー通信事
業者に加入契約している場合であっても、そのユーザの端末は、加入契約済みの広域セル
ラー通信事業者との間の無線通信の回線状態が良くなくて通信が途切れるなどの場合には
、他の広域セルラー通信事業者が扱う別の周波数帯を用いた無線通信を行う。これにより
、端末を所持するユーザと広域セルラー通信事業者との間の加入契約がなくても、端末が
行った広域セルラー通信事業者ごとの無線通信のトラフィック量に応じて、ユーザへの課
金が円滑に行われることが期待される。
【０００５】
　また５Ｇでは、ミリ波帯などの高周波数帯域の使用において、複数の通信事業者が同一
の周波数帯域（言い換えると、共用周波数（SB: Shared Band））を共用して使用するこ
とも想定されている。共用周波数の活用が見込まれると、上述したローカルエリア内での
通信サービスを提供する既存の広域セルラー通信事業者あるいは新規参入のソリューショ
ンプロバイダが登場すると予想される。例えば、２８ＧＨｚ帯が共用周波数となった場合
、新規参入のソリューションプロバイダが２８ＧＨｚ帯の基地局を、通信サービスの提供
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対象と想定するローカルエリア（上述参照）に必要数敷設し、そのローカルエリア内の無
線通信のトラフィックを２８ＧＨｚ帯で収容するというサービスの提供を開始することが
考えられる。この場合、ソリューションプロバイダは、ローカルエリアに対して無線通信
を含むトータルの付加価値を提供することで、顧客（例えばショッピングモールのオーナ
、企業の敷地管理者、工事現場のトップ責任者、大学運営者、スマートタウンの運営会社
）から対価を得るというビジネスモデルにすることが考えられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】5GMF White Paper “5G Mobile Communications Systems for 2020 and
 beyond Version 1.01”, 5GMF(The Fifth Generation Mobile Communications Promotio
n Forum), July 4, 2016
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、非特許文献１を含む従来技術において、端末を所持するユーザが加入契約して
いる通信事業者の広域セルラー基地局接続でのデータ送受信量、同じ通信事業者の屋内エ
リア基地局接続でのデータ送受信量、同じ通信事業者のローカルエリア基地局接続でのデ
ータ送受信量がそれぞれ区別無く計量されると、次のような弊害が生じる。具体的には、
通信事業者が通信サービスの提供に必要な基地局の設備投資に見合った通信料金を個別に
設定できなくなる。このため、通信事業者は、無線通信のトラフィックにおけるビット単
価が屋外、屋内、ローカルエリアでの適切な値の中間的な値に設定せざるを得なくなり、
屋外サービス、屋内サービス、ローカルエリアサービスのそれぞれにおいて通信サービス
の普及を図ることが難しくなる。
【０００８】
　具体的には、ユーザが通信料金をあまり気にすることなく、屋内サービスを享受できる
ようなビット単価でなければ、通信事業者が手掛ける屋内サービスが普及する足かせとな
る。また、ユーザが通信料金をあまり気にすることなく、ローカルエリアサービスを享受
できるようなビット単価でなければ、通信事業者が手掛けるローカルエリアサービスが普
及する足かせとなる。また、屋外サービスエリアでは膨大な通信トラフィックを発生する
端末には適度な高額課金を通じて過度な通信トラフィックの発生を抑制しないと、通信ト
ラフィックがシステム容量を超過してしまい、全体的な通信品質が劣化してしまう。
【０００９】
　また、ローカルエリアサービスは、例えばスタジアム内、テーマパーク内、学校キャン
パス内、鉄道駅構内のようなエリアオーナが存在するエリア内における通信サービスのこ
とである。このため、既存の広域セルラー通信事業者ではない新規参入のソリューション
プロバイダにより基地局が設置されて通信サービスが提供されることも考えられる。例え
ばユーザが大学構内で端末を使用する場合、共用周波数のソリューションプロバイダの基
地局を介して通信される通信トラフィックに対する通信料金の課金と、広域セルラー通信
事業者の基地局を介して通信される通信トラフィックに対する通信料金の課金とで別管理
される。ところが、ユーザは、端末がどちらの基地局に接続されるのかを予め知ることが
できないと通信料金を気にすることなく、ソリューションプロバイダの通信サービスを享
受できなく、共用周波数を活用したローカルエリアサービスが普及する足かせとなる。
【００１０】
　本開示は、上述した従来の事情に鑑みて案出され、ユーザが所持する端末が行った通信
サービスごとに無線通信のトラフィックに応じた通信量の計数管理を行い、利用時の状況
に応じた通信サービスの適切な課金を実現し、ユーザの通信サービスへの利用の普及を効
果的に支援する通信課金システム及び通信課金方法を提供することを目的とする。
【００１１】
　本開示は、上述した従来の事情に鑑みて案出され、ユーザが利用開始する通信サービス
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の通信料金に関する情報を事前にユーザに提示し、通信料金に関する情報をユーザに把握
させた上で利用開始することで、ユーザの通信サービスへの利用の普及を効果的に支援す
る端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本開示は、所定の地域内に配置された基地局を介して前記所定の地域内において第１の
通信サービスの利用が可能な局所ネットワークである第１の通信網、及び広域セルラーネ
ットワークである第２の通信網、のいずれにも無線接続が可能な端末に対して、前記第１
の通信網を用いた前記第１の通信サービスの提供が可能な第１の通信サービス局装置と、
前記端末における前記第１の通信網を用いた前記第１の通信サービスの利用時の通信量を
計数する第１の計数装置と、を備え、前記第１の通信サービス局装置は、前記端末からの
前記第１の通信サービスの利用開始要求の受信に応じて、前記第１の通信サービスの内容
情報と前記第１の通信サービスの利用に伴う課金体系情報とを対応付けて前記端末に送信
し、前記端末からの前記第１の通信サービスの開始を許可する旨の指示に関する情報の受
信に応じて、前記第１の通信サービスの利用に伴う無線通信を、前記端末との間で、前記
第１の計数装置を介して行い、前記第１の計数装置は、前記無線通信に係る通信量を計数
し、
　前記端末からの前記第１の通信サービスの利用を終了する旨の指示に関する情報の送信
に応じて生成された前記第１の通信サービスの利用時の通信量に関する情報を前記端末に
おける前記第２の通信網を用いた第２の通信サービスの利用時の通信量を計数する第２の
計数装置に送信する、通信課金システムを提供する。 
【００１３】
　また、本開示は、所定の地域内に配置された基地局を介して前記所定の地域内において
第１の通信サービスの利用が可能な局所ネットワークである第１の通信網、及び広域セル
ラーネットワークである第２の通信網、のいずれにも無線接続が可能な端末に対して、前
記第１の通信網を用いた前記第１の通信サービスの提供が可能な第１の通信サービス局装
置と、第１の計数装置と、を含む通信課金システムを用いた通信課金方法であって、前記
第１の通信サービス局装置は、前記端末からの前記第１の通信サービスの利用開始要求の
受信に応じて、前記第１の通信サービスの内容情報と前記第１の通信サービスの利用に伴
う課金体系情報とを対応付けて前記端末に送信し、前記端末からの前記第１の通信サービ
スの開始を許可する旨の指示に関する情報の受信に応じて、前記第１の通信サービスの利
用に伴う無線通信を、前記端末との間で、前記第１の計数装置を介して行い、前記第１の
計数装置は、前記無線通信に係る通信量を計数し、前記端末からの前記第１の通信サービ
スの利用を終了する旨の指示に関する情報の送信に応じて生成された前記第１の通信サー
ビスの利用時の通信量に関する情報を前記端末における前記第２の通信網を用いた第２の
通信サービスの利用時の通信量を計数する第２の計数装置に送信する、通信課金方法を提
供する。 
【００１６】
　また、本開示は、所定の地域内に配置された基地局を介して前記所定の地域内において
第１の通信サービスの利用が可能な局所ネットワークである第１の通信網、及び広域セル
ラーネットワークである第２の通信網、のいずれにも無線接続が可能な端末であって、前
記第１の通信網を用いた第１の通信サービス又は前記第２の通信網を用いた第２の通信サ
ービスのうち、いずれかの通信サービスの利用開始の指示を受け付ける操作部と、指示さ
れた前記通信サービスの利用開始の要求に関する情報を、前記通信サービスを提供するサ
ービス局装置に送信する通信部と、前記通信サービスに関する情報に基づいて前記サービ
ス局装置により生成された、前記通信サービスの利用時の通信量と通信料金との対応関係
を示す課金体系情報を、前記通信部を介して取得する取得部と、取得された前記通信サー
ビスに対応する課金体系情報を含む、前記通信サービスの利用開始の許否選択画面を表示
する表示部と、を備え、前記通信部は、前記通信サービスの利用開始の許否選択画面に対
する、前記通信サービスの利用開始の許可の指示に応じて、前記サービス局装置との間で
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前記通信サービスに関する通信を開始する、端末を提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本開示によれば、ユーザが所持する端末が行った通信サービスごとに無線通信のトラフ
ィックに応じた通信量の計数管理を行えるので、利用時の状況に応じた通信サービスの適
切な課金を実現し、ユーザの通信サービスへの利用の普及を効果的に支援できる。
【００１８】
　本開示によれば、ユーザが利用開始する通信サービスの通信料金に関する情報を事前に
ユーザに提示でき、通信料金に関する情報をユーザに把握させた上で利用開始が可能とな
り、ユーザの通信サービスへの利用の普及を効果的に支援できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施の形態に係る通信課金システムのシステム構成例を示すブロック図
【図２】本実施の形態に係るローカルセルラーネットワークの内部構成の一例を詳細に示
すブロック図
【図３】アプリケーションごとの通信時の課金体系を管理するアプリ課金体系テーブルの
一例を示す図
【図４】本実施の形態に係る端末の内部構成の一例を詳細に示すブロック図
【図５】本実施の形態に係る通信課金システムにおける端末が利用した通信サービスごと
のシグナリングの一例を示すシーケンス図
【図６】本実施の形態に係る端末の端末表示部に表示されるアプリケーション選択画面と
選択されたアプリケーションに対応するアプリケーション開始許否選択画面との一例をそ
れぞれ示す図
【図７】図６に示すアプリケーション開始許否選択画面に表示される通信事業者、通信サ
ービス、課金体系の候補例をそれぞれ示す図
【図８】本実施の形態の変形例に係る通信課金システムのシステム構成例を示すブロック
図
【図９】本実施の形態の変形例に係る通信課金システムにおける端末が利用した通信サー
ビスごとのシグナリングの一例を示すシーケンス図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、適宜図面を参照しながら、本開示に係る通信課金システム、通信課金方法及び端
末を具体的に開示した本実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省
略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対
する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避
け、当業者の理解を容易にするためである。なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が
本開示を十分に理解するために提供されるものであって、これらにより特許請求の範囲に
記載の主題を限定することは意図されていない。
【００２１】
（本実施の形態）
　本実施の形態では、後述するワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて利用可能な
通信サービスの提供主である通信事業者が、自身の運営する通信サービスの利用に伴う通
信料金の課金請求と、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて利用可能な通信サ
ービスの利用に伴う通信料金の課金請求とを一括で、ユーザに対して行う場合を例示して
説明する。
【００２２】
　図１は、本実施の形態に係る通信課金システム１００のシステム構成例を示すブロック
図である。図１において、実線はユーザデータの通信を示し、点線は制御信号の通信を示
す。通信課金システム１００は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷと、ワイドセル
ラーネットワークＷＣＮＷとを含む構成である。ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷ
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と、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷとは、ともにネットワークＮＷ１を介して、イ
ンターネットサービス（第２の通信サービスの一例）又は広域ＩＰ（Internet Protocol
）サービス（第２の通信サービスの一例）を提供する各種の通信サービス提供ウェブサー
バ（図示略）に接続される。ネットワークＮＷ１は、上述した各種の通信サービス提供ウ
ェブサーバ（図示略）と、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷ又はワイドセルラーネ
ットワークＷＣＮＷとを無線接続し、例えばインターネット網もしくは広域ＩＰサービス
網である。
【００２３】
　通信課金システム１００を利用する複数人の異なるユーザ（以下、単に「ユーザ」と称
する）がそれぞれ所持する端末ＵＥ１，ＵＥ２は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮ
Ｗ及びワイドセルラーネットワークＷＣＮＷのいずれにも無線接続が可能である。図１で
は、端末ＵＥ１がローカルセルラーネットワークＬＣＮＷに無線接続し、端末ＵＥ２がワ
イドセルラーネットワークＷＣＮＷに無線接続している例が示されている。なお、図１で
は図面を簡単にするため、端末は２台のみ図示しているが、ローカルセルラーネットワー
クＬＣＮＷ及びワイドセルラーネットワークＷＣＮＷのいずれにも無線接続が可能な端末
は２台に限定されない。
【００２４】
　ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷは、複数台の基地局（例えば基地局ｅＮＢ１，
ｅＮＢ２）と、ローカルＧＷ（Gateway）装置１０と、ローカルサービス局装置２０とを
含む構成である。基地局、ローカルＧＷ装置１０及びローカルサービス局装置２０は、例
えばコンピュータであるサーバ装置を用いてそれぞれ構成される。なお、ローカルセルラ
ーネットワークＬＣＮＷにおける基地局の敷設数は２に限定されない。
【００２５】
　ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷ（第１の通信網の一例）は、例えば屋内エリア
（例えば、個宅、集合住宅、ホテル、病院）やローカルエリア（例えば、ショッピングモ
ール、企業の敷地内、工事現場、大学のキャンパス、スマートタウン）での利用を想定し
て構築される局所的なネットワークである。ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷは、
ローカルエリア内もしくは屋内エリア内において端末（例えば端末ＵＥ１）が行う無線通
信のトラフィックを収容する。言い換えると、端末は、トラフィックオフロードの観点に
配慮し、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷが構築されるエリア内では、ワイドセル
ラーネットワークＷＣＮＷを構成する基地局（例えば基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ
５のうちいずれか）よりもローカルセルラーネットワークＬＣＮＷを構成する基地局（例
えば基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２）に対して優先して無線接続を行う。
【００２６】
　ローカルセルラーネットワークＬＮＣＷにおける無線通信の使用周波数帯は、例えば高
周波数帯（例えば、５Ｇ（第５世代移動通信システム））での使用が検討されている２８
ＧＨｚ帯である。この２８ＧＨｚ帯は、複数の通信事業者（例えば、既存の広域セルラー
通信事業者や、新規参入のソリューションプロバイダ）によって共用される周波数帯域（
つまり、共用周波数）になる可能性があると検討されている周波数帯である。本実施の形
態において、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷは、例えば、既存の広域セルラー通
信事業者や、新規参入のソリューションプロバイダである通信事業者のいずれによって運
営されて構わない。但し、ローカルセルラーネットワークＬＮＣＷにおける無線通信の使
用周波数帯は、上述した２８ＧＨｚ帯に限定されないことは言うまでもない。
【００２７】
　基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２は、それぞれローカルセルラーネットワークＬＮＣＷにおい
て利用可能な通信サービス（具体的には、ローカルサービス局装置２０により提供される
通信サービス）を端末ＵＥ１に提供する際に、端末ＵＥ１とローカルＧＷ装置１０との間
の通信を中継する。基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２の内部構成は、例えば既知の構成であると
して、本実施の形態においては詳細な説明を省略する。それぞれの基地局ｅＮＢ１，ｅＮ
Ｂ２は、端末ＵＥ１との間で無線通信を行う際、端末ＵＥ１と同一の無線規格方式に準拠
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した無線通信を実行する。
【００２８】
　ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷは、Ｃ／Ｕ分離型のネットワークでなくてもよ
いし、Ｃ／Ｕ分離型のネットワークであってもよい。本実施の形態では、Ｃ／Ｕ分離型で
はないネットワークを例示する。つまり、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷでは、
端末ＵＥ１との間で行われる制御信号の無線通信並びにユーザデータの無線通信は、端末
ＵＥ１と無線接続した同一の基地局ｅＮＢ１又は基地局ｅＮＢ２により実施される。
【００２９】
　基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２は、上述した２８ＧＨｚ帯に基づく高速なスループットを提
供可能なスモールセル基地局であり、高密度に配置される。また、それぞれの基地局ｅＮ
Ｂ１，ｅＮＢ２は、例えば個宅、集合住宅、ホテル、病院、ショッピングモール、企業の
敷地内、工事現場、大学のキャンパス、スタジアム、国際会議場の大会議室、スマートタ
ウンに配置される。端末は、いずれのスモールセル基地局との間においても、制御信号を
通信し、ユーザデータを通信する。制御信号は、Ｃ（Ｃｏｎｔｒｏｌ）－Ｐｌａｎｅに係
るデータを含む。ユーザデータは、Ｕ（Ｕｓｅｒ）－Ｐｌａｎｅに係るデータを含む。ユ
ーザデータは、例えば画像データ（例えば動画、静止画）、音声データを含み、データ量
の多いデータを含み得る。
【００３０】
　Ｃ－ｐｌａｎｅは、無線通信における呼接続や端末の移動管理のための制御信号を通信
するための通信プロトコルである。Ｕ－ｐｌａｎｅは、端末と基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２
との間で、割り当てられた無線資源を使用して実際に通信（例えば映像通信、音声通信、
データ通信）するための通信プロトコルである。
【００３１】
　基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２のセル半径は、例えば１０ｍ～１００ｍであり、ワイドセル
ラーネットワークＷＣＮＷを構成する基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５により提供さ
れるマクロセルに比べて比較的小さい。
【００３２】
　ローカルＧＷ装置１０は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて利用可能な
通信サービスを提供するローカルサービス局装置２０とそれぞれの基地局ｅＮＢ１，ｅＮ
Ｂ２との間の無線通信を中継するゲートウェイ装置として機能する。例えば、ローカルＧ
Ｗ装置１０は、ローカルサービス局装置２０が提供する通信サービスの利用時の端末にお
ける無線通信の通信量（具体的には、上り回線を用いたパケットの総数を示す通信量、下
り回線を用いたパケットの総数を示す通信量）を端末ごとに計数して管理する。ローカル
ＧＷ装置１０の内部構成の詳細は、図２を参照して後述する。
【００３３】
　ローカルサービス局装置２０は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて利用
可能な通信サービスを提供する。ローカルサービス局装置２０がローカルセルラーネット
ワークＬＣＮＷにおいて提供可能な通信サービスの種類は、ローカルセルラーネットワー
クＬＣＮＷが構築された屋内エリアもしくはローカルエリアの場所やユーザの人数などの
特性に応じて、特定の通信サービスに限定されることが好ましいが、特に限定されなくて
もよい。ローカルサービス局装置２０は、ユーザの操作により端末に対していずれかの通
信サービスの利用開始が指示されると、基地局（例えば基地局ｅＮＢ１）及びローカルＧ
Ｗ装置１０を介して、指示された通信サービスに関する情報を受信する。ローカルサービ
ス局装置２０は、受信された通信サービスに関する情報を基に、その通信サービスの提供
主体である通信事業者、並びにその通信サービスの利用時の通信料金を含む課金体系情報
を生成して端末に返送する。また、ローカルサービス局装置２０は、ローカルＧＷ装置１
０によって端末ごとに計数された無線通信の通信量に基づいて、それぞれの端末の通信量
に対応する通信料金の情報（以下、「ＬＣ課金情報」という）を生成する。ローカルサー
ビス局装置２０の内部構成の詳細は、図２を参照して後述する。
【００３４】
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　ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷは、複数台の基地局（例えば基地局ｅＮＢ３，ｅ
ＮＢ４，ｅＮＢ５）と、ＭＭＥ（Mobility Management Entity）５０と、Ｓ－ＧＷ（Serv
ing Gateway）６０と、Ｐ－ＧＷ（Packet Data Network Gateway）７０とを含む構成であ
る。基地局、ＭＭＥ５０、Ｓ－ＧＷ６０及びＰ－ＧＷ７０は、例えばコンピュータである
サーバ装置を用いてそれぞれ構成される。なお、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷに
おける基地局の敷設数は３に限定されない。
【００３５】
　ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷ（第２の通信網の一例）は、例えば上述した屋内
エリアやローカルエリアに該当しない屋外エリア（言い換えると、公衆エリア）での利用
を想定して構築されるコアネットワークである。ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷは
、上述した屋外エリアにおいて端末（例えば端末ＵＥ２）が行う無線通信のトラフィック
を収容する。言い換えると、端末は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷが構築され
るエリア外（つまり、屋外エリア）では、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷを構成
する基地局（例えば基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２）に無線接続できないため、ワイドセルラ
ーネットワークＷＣＮＷを構成する基地局（例えば基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５
のうちいずれか）に対して無線接続を行う。
【００３６】
　ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおける無線通信の使用周波数帯は、ローカルセ
ルラーネットワークＬＣＮＷにおける無線通信の使用周波数帯に比べて相当に低い周波数
帯（例えば２ＧＨｚ帯ないし４ＧＨｚ帯）であることを主流になると考えられる。本実施
の形態において、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷは、例えば、３Ｇ（第３世代移動
通信システム）、ＬＴＥ（Long Term Evolution）などの４Ｇ（第４世代移動通信システ
ム）と同様に、既存の広域セルラー通信事業者によって運営される。但し、ワイドセルラ
ーネットワークＷＮＣＷにおける無線通信の使用周波数帯は、上述した２８ＧＨｚ帯に限
定されず、例えば、３Ｇ（第３世代移動通信システム）、ＬＴＥ（Long Term Evolution
）などの４Ｇ（第４世代移動通信システム）、もしくは３Ｇ及び４Ｇの両方でもよい。
【００３７】
　基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５は、それぞれワイドセルラーネットワークＷＮＣ
Ｗにおいて利用可能な通信サービスを端末ＵＥ２に提供する際に、端末ＵＥ２とネットワ
ークＮＷ１との間の制御信号及びユーザデータのそれぞれの通信を中継する。ワイドセル
ラーネットワークＷＣＮＷにおいて利用可能な通信サービスは、具体的には、ネットワー
クＮＷ１を介して接続される各種の通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）によって提
供されるインターネットサービス又は広域ＩＰサービスである。基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ
４，ｅＮＢ５の内部構成は、例えば既知の構成であるとして、本実施の形態においては詳
細な説明を省略する。それぞれの基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５は、端末ＵＥ２と
の間で無線通信を行う際、端末ＵＥ２と同一の無線規格方式に準拠した無線通信を実行す
る。
【００３８】
　なお、それぞれの基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５は、複数の異なる無線通信方式
（例えば無線アクセス技術（ＲＡＴ：Radio Access Technology）やセル半径）に対応し
た基地局でもよい。無線アクセス技術（ＲＡＴ）は、例えば無線通信規格、無線周波数の
情報を含む。無線通信規格は、例えばＬＴＥ（Long Term Evolution）、無線ＬＡＮ（Loc
al Area Network）、ＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless Telecommunication）、３Ｇ
（第３世代移動通信システム）、４Ｇ（第４世代移動通信システム）であってもよい。
【００３９】
　ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷは、Ｃ／Ｕ分離型のネットワークでなくてもよい
し、Ｃ／Ｕ分離型のネットワークであってもよい。本実施の形態では、Ｃ／Ｕ分離型では
ないネットワークを例示する。つまり、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷでは、端末
ＵＥ２との間で行われる制御信号の無線通信並びにユーザデータの無線通信は、端末ＵＥ
２と無線接続した同一の基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５のうちいずれかにより実施
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される。
【００４０】
　なお、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて端末（例えば端末ＵＥ１）が利
用可能な通信サービスと、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて端末（例えば端
末ＵＥ１）が利用可能な通信サービスとは異なるものでもよいし、同一でもよい。特に、
両ネットワークにおいて利用可能な通信サービスが異なる場合には、Ｐ－ＧＷ７０は、別
々のネットワークを用いて異なる通信サービスを利用したことに基づくパケットの通信量
に対応するそれぞれの通信料金を端末のユーザに一括請求できるので、ユーザへの課金処
理時の利便性も向上可能となる。
【００４１】
　端末（例えば端末ＵＥ２）は、基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５との間の無線通信
において、制御信号を通信し、ユーザデータを通信する。制御信号は、Ｃ（Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）－Ｐｌａｎｅに係るデータを含む。ユーザデータは、Ｕ（Ｕｓｅｒ）－Ｐｌａｎｅに
係るデータを含む。ユーザデータは、例えば画像データ（例えば動画、静止画）、音声デ
ータを含み、データ量の多いデータを含み得る。
【００４２】
　Ｃ－ｐｌａｎｅは、無線通信における呼接続や無線資源割当の制御信号を通信するため
の通信プロトコルである。Ｕ－ｐｌａｎｅは、端末と基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ
５との間で、割り当てられた無線資源を使用して実際に通信（例えば映像通信、音声通信
、データ通信）するための通信プロトコルである。
【００４３】
　端末（例えば端末ＵＥ２）及び基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５は、それぞれが採
用可能な無線アクセス技術（ＲＡＴ、例えば無線通信規格や無線周波数）から無線通信に
用いる無線アクセス技術（ＲＡＴ）を設定し、設定された無線アクセス技術（ＲＡＴ）を
用いて無線通信する。それぞれの端末（例えば端末ＵＥ２）及び基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ
４，ｅＮＢ５は、１つ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を採用可能である。無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）の具体的な情報として、例えば以下のＲＡＴ１～ＲＡＴ５を含む。ＲＡ
Ｔ１は、例えば周波数帯が７００ＭＨｚ～３ＧＨｚのＬＴＥである。ＲＡＴ２は、例えば
周波数帯が１５ＧＨｚのＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄである。ＲＡＴ３は、例えば周波数帯
が５ＧＨｚの無線ＬＡＮ通信である。ＲＡＴ４は、例えば周波数帯が１５ＧＨｚ帯の無線
通信方式であり、第５世代移動通信方式である。ＲＡＴ５は、例えば周波数帯が６０ＧＨ
ｚ帯の無線通信方式（例えばミリ波通信）（例えばＷｉＧｉｇ）である。
【００４４】
　ＭＭＥ５０は、Ｓ－ＧＷ６０と各種の基地局（例えば、基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅ
ＮＢ５）との間に介在し、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷを構成する基地局を収容
するとともに、端末（例えば端末ＵＥ２）のワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおけ
る無線接続の確立や解放を制御する。ＭＭＥ５０は、ワイドセルラーネットワークＷＣＮ
Ｗに無線接続する端末（例えば端末ＵＥ２）の位置登録や移動を管理したり、ＨＳＳ（Ho
me Subscriber Server、図示略）と連携して端末の認証（例えばセキュリティ制御）を行
ったり、ユーザデータの転送経路の設定処理を行ったりする。
【００４５】
　また、ＭＭＥ５０は、ローカルサービス局装置２０から制御信号として送信された、ユ
ーザの所持する端末（例えば端末ＵＥ１）ごとのローカルセルラーネットワークＬＣＮＷ
における通信サービスの利用時の通信量を示すＬＣ課金情報（後述参照）を受信する。Ｍ
ＭＥ５０は、その受信された端末ごとのＬＣ課金情報をＳ－ＧＷ６０を介してＰ－ＧＷ７
０に転送する。
【００４６】
　Ｓ－ＧＷ６０は、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて端末（例えば端末ＵＥ
２）から各種の基地局（例えば、基地局ｅＮＢ３，ｅＮＢ４，ｅＮＢ５）が受信したユー
ザデータを収容してＰ－ＧＷ７０に転送する。また、Ｓ－ＧＷ６０は、ＭＭＥ５０とＰ－
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ＧＷ７０との間で無線通信の制御信号を中継する。
【００４７】
　Ｐ－ＧＷ７０は、課金処理部７５及びメモリ７７を有し、インターネットサービス又は
広域ＩＰサービスを提供する各種の通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）との間で有
線接続（例えば光ファイバを用いて接続）され、Ｓ－ＧＷ６０から転送されたユーザデー
タをネットワークＮＷ１に送信したり、ネットワークＮＷ１から転送されたユーザデータ
をＳ－ＧＷ６０転送したりする。Ｐ－ＧＷ７０は、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷ
にアクセスする端末へのＩＰアドレスの割り当て、端末の認証、ＱｏＳ（Quality of Ser
vice）制御、ＰＣＲＦ（Policy and Charging Rule Function）に従った課金情報の生成
を行う。
【００４８】
　Ｐ－ＧＷ７０は、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷを用いて提供される通信サービ
スの利用時の端末における無線通信の通信量（具体的には、上り回線を用いたパケットの
総数を示す通信量、下り回線を用いたパケットの総数を示す通信量）を端末ごとに計数し
てメモリ７７に保存して管理する。
【００４９】
　課金処理部７５は、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷを用いて提供される通信サー
ビスの利用時の端末における無線通信の通信量（具体的には、上り回線を用いたパケット
の総数を示す通信量、下り回線を用いたパケットの総数を示す通信量）の端末ごとの計数
結果と、その通信サービスの課金体系情報とに基づいて、その通信量に対応した通信料金
を計算し、計算結果をＷＣ課金情報として生成してメモリ７７に保存して管理する。なお
、課金処理部７５は、Ｐ－ＧＷ７０内に設けられなくてもよく、例えばＰ－ＧＷ７０とは
別の装置として構成されてよい。
【００５０】
　メモリ７７は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）及びＲＯＭ（Read Only Memory
）を用いて構成され、Ｐ－ＧＷ７０における各種の処理の実行に必要なプログラム及びデ
ータを保持する。また、メモリ７７は、Ｐ－ＧＷ７０の処理時に生成されたデータもしく
は情報（例えば、課金処理部７５により計数された通信量を示す情報）を一時的に保存す
る。
【００５１】
　図２は、本実施の形態に係るローカルセルラーネットワークＬＣＮＷの内部構成の一例
を詳細に示すブロック図である。図２において、実線はユーザデータの通信を示し、点線
は制御信号の通信を示す。また、図２において、ローカルＧＷ装置１０及びローカルサー
ビス局装置２０では、それぞれ通信相手との通信における通信Ｉ／Ｆ（Interface）部の
図示を省略している。
【００５２】
　ローカルＧＷ装置１０は、ＭＭＥ処理部１１と、ＨＳＳ処理部１２と、Ｓ－ＧＷ処理部
１３と、Ｐ－ＧＷ処理部１４と、ＰＣＲＦ処理部１５と、課金処理部１６と、メモリ１７
とを含む構成である。ＭＭＥ処理部１１と、ＨＳＳ処理部１２と、Ｓ－ＧＷ処理部１３と
、Ｐ－ＧＷ処理部１４と、ＰＣＲＦ処理部１５と、課金処理部１６とは、例えばＣＰＵ（
Central Processing Unit）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＤＳＰ（Digital Sign
al Processor）もしくはＦＰＧＡ（Field-Programmable Gate Array）のプロセッサを用
いて構成される。
【００５３】
　ＭＭＥ処理部１１は、ローカルサービス局装置２０と各種の基地局（例えば、基地局ｅ
ＮＢ１，ｅＮＢ２）との間で、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷを構成する基地局
を収容するとともに、端末（例えば端末ＵＥ１）のローカルセルラーネットワークＬＣＮ
Ｗにおける無線接続の確立や解放を制御する。ＭＭＥ処理部１１は、ローカルセルラーネ
ットワークＬＣＮＷに無線接続する端末（例えば端末ＵＥ１）の位置登録や移動を管理し
たり、ユーザデータの転送経路の設定処理を行ったりする。
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【００５４】
　ＨＳＳ処理部１２は、例えば端末の電話番号やＳＩＭ（Subscriber Identity Module）
などの識別番号を含むユーザ識別情報をそれぞれのユーザが所持する端末ごとに管理する
。
【００５５】
　Ｓ－ＧＷ処理部１３は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて端末（例えば
端末ＵＥ１）から各種の基地局（例えば、基地局ｅＮＢ１，ｅＮＢ２）が受信したユーザ
データを収容してＰ－ＧＷ処理部１４に転送する。また、Ｓ－ＧＷ処理部１３は、ＭＭＥ
処理部１１とＰ－ＧＷ処理部１４との間で無線通信の制御信号を中継する。
【００５６】
　Ｐ－ＧＷ処理部１４は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにアクセスする端末へ
のＩＰアドレスの割り当て、端末の認証を行う。Ｐ－ＧＷ処理部１４は、Ｓ－ＧＷ処理部
１３から転送されたユーザデータをローカルサービス局装置２０に転送したり、ローカル
サービス局装置２０から送信されたユーザデータもしくは課金体系情報をＳ－ＧＷ処理部
１３に転送したりする。
【００５７】
　また、Ｐ－ＧＷ処理部１４は、ネットワークＮＷ１を介して、インターネットサービス
又は広域ＩＰサービスを提供する各種の通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）との間
で有線接続（例えば光ファイバを用いて接続）され、Ｓ－ＧＷ処理部１３から転送された
ユーザデータをネットワークＮＷ１に送信したり、ネットワークＮＷ１から転送されたユ
ーザデータをＳ－ＧＷ処理部１３に転送したりする。
【００５８】
　また、Ｐ－ＧＷ処理部１４は、上り回線パケット数計数部１４１及び下り回線パケット
数計数部１４２を有し、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにアクセスする端末がロ
ーカルサービス局装置２０により提供される通信サービスの利用時の通信量（例えば、無
線通信に用いるパケット数量）を計数して管理する。本実施の形態において、１パケット
は、例えば１２８バイトである。
【００５９】
　上り回線パケット数計数部１４１は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにアクセ
スする端末（例えば端末ＵＥ１）がローカルサービス局装置２０により提供される通信サ
ービスにおける上り回線の利用時の通信量（つまり、上り回線を用いたパケットの総数を
示す通信量）を計数して管理する。
【００６０】
　下り回線パケット数計数部１４２は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにアクセ
スする端末（例えば端末ＵＥ１）がローカルサービス局装置２０により提供される通信サ
ービスにおける下り回線の利用時の通信量（つまり、下り回線を用いたパケットの総数を
示す通信量）を計数して管理する。
【００６１】
　ＰＣＲＦ処理部１５は、ローカルセルラーネットワークＬＮＣＷにおいてローカルサー
ビス局装置２０により提供が可能な通信サービスごとの利用時の通信量に対応する課金情
報を生成するための課金体系情報（例えば、課金ルール（Policy and Charging Rule Fun
ction））を保持して管理する。ＰＣＲＦ処理部１５は、課金体系情報を課金処理部１６
との間で共有する。
【００６２】
　課金処理部１６は、Ｐ－ＧＷ処理部１４により計数された端末ごとの通信量とＰＣＲＦ
処理部１５との間で共有される通信サービスごとの課金体系情報（例えば、課金ルール）
と基づいて、通信サービスごとの課金体系情報に従った端末ごとの通信量に対応する課金
情報を計算して生成する。課金処理部１６は、生成された端末ごとの課金情報（ＬＣ課金
情報）をメモリ１７に保存して管理するとともに、端末ごとの課金情報（ＬＣ課金情報）
をローカルサービス局装置２０又はワイドセルラーネットワークＷＣＮＷのＭＭＥ５０に
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送信する。
【００６３】
　メモリ１７は、例えばＲＡＭ及びＲＯＭを用いて構成され、ローカルＧＷ装置１０にお
ける各種の処理の実行に必要なプログラム及びデータを保持する。また、メモリ１７は、
課金処理部１６により生成された端末ごとの課金情報（ＬＣ課金情報）を一時的に保存す
る。
【００６４】
　ローカルサービス局装置２０は、通信料金請求書生成部２１と、アプリケーションサー
バ処理部２２と、サービス用信号処理部２３と、メモリ２４とを含む構成である。通信料
金請求書生成部２１と、アプリケーションサーバ処理部２２と、サービス用信号処理部２
３とは、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ、ＤＳＰもしくはＦＰＧＡのプロセッサを用いて構成され
る。
【００６５】
　通信料金請求書生成部２１は、ローカルＧＷ装置１０の課金処理部１６から送信された
端末ごとの課金情報（ＬＣ課金情報）を受信して取得する。通信料金請求書生成部２１は
、取得された端末ごとのＬＣ課金情報に基づいて、ローカルセルラーネットワークＬＣＮ
Ｗにおいてローカルサービス局装置２０により提供が可能な通信サービスを利用したユー
ザに対する通信料金の明細書データを端末ごとに生成する。通信料金の明細書データ（つ
まり、請求書データ）は、例えば所定のフォーマットが定められている。通信料金請求書
生成部２１は、生成された端末ごとの通信料金の明細書データをローカルＧＷ装置１０に
送信する。通信料金請求書生成部２１から送信された端末ごとの通信料金の明細書データ
は、ローカルＧＷ装置１０の課金処理部１６において取得される。
【００６６】
　アプリケーションサーバ処理部２２は、サービス用信号処理部２３により実行されるロ
ーカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて提供が可能な通信サービス（具体的には、
アプリケーション）に関する情報を管理したり、それぞれの通信サービス（アプリケーシ
ョン）の利用時の通信量に対応する課金情報を生成するための課金体系情報を管理したり
する（図３参照）。具体的には、アプリケーションサーバ処理部２２は、図３に示すアプ
リ課金体系テーブルＴＢＬ１をメモリ２４から読み出し、端末に表示されるアプリケーシ
ョン開始許否選択画面に表示されるアプリケーションの内容情報とそのアプリケーション
の利用に伴う課金体系情報とを取得する。アプリケーションサーバ処理部２２は、取得さ
れたアプリケーションの内容情報とそのアプリケーションの利用に伴う課金体系情報とを
対応付けてローカルＧＷ装置１０に送信する。これらのアプリケーションの内容情報とそ
のアプリケーションの利用に伴う課金体系情報とは、ローカルＧＷ装置１０、基地局（例
えば基地局ｅＮＢ１）を介して端末（例えば端末ＵＥ１）に送信される。
【００６７】
　図３は、アプリケーションごとの通信時の課金体系を管理するアプリ課金体系テーブル
ＴＢＬ１の一例を示す図である。アプリ課金体系テーブルＴＢＬ１では、アプリケーショ
ンの情報と、アプリケーションの通信サービスを提供する通信事業者の情報と、課金体系
の情報とが対応付けて保存されている。なお、課金体系ＣＶ１，ＣＶ２，ＣＶ３，ＣＶ４
は、例えば無料、￥１０００／１ＧＢ（ギガバイト）、￥２００／１ＧＢ、￥１０／１Ｇ
Ｂである（図７参照）。
【００６８】
　例えば、アプリケーションＡは、異なる２つの通信事業者ＡＡ，ＤＤによってそれぞれ
提供が可能である。通信事業者ＡＡは、アプリケーションＡの利用時の通信量に対応する
課金情報の生成のために、課金体系ＣＶ１を予め規定している。言い換えると、アプリ課
金体系テーブルＴＢＬ１では、通信事業者ＡＡが提供するアプリケーションＡの利用にお
いて、課金体系ＣＶ１が適用される。一方、通信事業者ＤＤは、アプリケーションＡの利
用時の通信量に対応する課金情報の生成のために、課金体系ＣＶ２を予め規定している。
言い換えると、アプリ課金体系テーブルＴＢＬ１では、通信事業者ＤＤが提供するアプリ
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ケーションＡの利用において、課金体系ＣＶ２が適用される。課金体系ＣＶ１，ＣＶ２は
、それぞれ提供元の通信事業者が異なるので、通常異なる。
【００６９】
　同様に、例えば、アプリケーションＢは、異なる２つの通信事業者ＢＢ，ＥＥによって
それぞれ提供が可能である。通信事業者ＢＢは、アプリケーションＢの利用時の通信量に
対応する課金情報の生成のために、課金体系ＣＶ３を予め規定している。言い換えると、
アプリ課金体系テーブルＴＢＬ１では、通信事業者ＢＢが提供するアプリケーションＢの
利用において、課金体系ＣＶ３が適用される。一方、通信事業者ＥＥは、アプリケーショ
ンＢの利用時の通信量に対応する課金情報の生成のために、課金体系ＣＶ４を予め規定し
ている。言い換えると、アプリ課金体系テーブルＴＢＬ１では、通信事業者ＥＥが提供す
るアプリケーションＢの利用において、課金体系ＣＶ４が適用される。課金体系ＣＶ３，
ＣＶ４は、それぞれ提供元の通信事業者が異なるので、通常異なる。
【００７０】
　サービス用信号処理部２３は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて端末が
利用可能な１つ以上の通信サービス（具体的には、アプリケーション）を提供可能なアプ
リケーション実行処理機能を有する。サービス用信号処理部２３は、例えば通信サービス
の内容に応じて、外部機器（図示略、例えば監視カメラ）から送信された撮像映像のデー
タを用いて、通信サービスの提供に必要な各種のデータもしくは情報を生成する。
【００７１】
　サービス用信号処理部２３は、例えば通信サービスが監視カメラのモニタリングサービ
スである場合には、外部機器（例えば複数台の監視カメラのうちいずれかの監視カメラ）
から送信された撮像映像のデータを端末に提供するべく、所定のフォーマットに適合した
映像データ（ユーザデータの一例）を生成し、アプリケーションサーバ処理部２２を介し
てローカルＧＷ装置１０に送信する。
【００７２】
　サービス用信号処理部２３は、例えば通信サービスがスポーツスタジアムの自由視点映
像の視聴サービスである場合には、複数の外部機器（例えば複数台の監視カメラ）から送
信された撮像映像のデータに基づいて、端末からの要求に適合する自由視点映像の映像デ
ータ（ユーザデータの一例）を生成し、アプリケーションサーバ処理部２２を介してロー
カルＧＷ装置１０に送信する。
【００７３】
　サービス用信号処理部２３は、例えば通信サービスが工事現場に配備された建機の遠隔
操縦サービスである場合には、該当する建機との間の遠隔通信を確立し、端末から送信さ
れた操縦指示に基づいて該当する遠隔操縦の命令コマンドを生成して建機の処理を遠隔で
制御し、遠隔制御の処理結果（ユーザデータの一例）を生成し、アプリケーションサーバ
処理部２２を介してローカルＧＷ装置１０に送信する。
【００７４】
　サービス用信号処理部２３は、例えば通信サービスが映画などの有料映像コンテンツの
視聴サービスである場合には、端末からの要求に適合する有料映像コンテンツを配信する
１つ以上の外部サーバ（図示略）から送信された有料映像コンテンツの映像データを受信
して、その映像データ（ユーザデータの一例）を、アプリケーションサーバ処理部２２を
介してローカルＧＷ装置１０に送信する。
【００７５】
　メモリ２４は、例えばＲＡＭ及びＲＯＭを用いて構成され、ローカルサービス局装置２
０における各種の処理の実行に必要なプログラム及びデータを保持する。また、メモリ２
４は、通信料金請求書生成部２１により生成された端末ごとの通信料金の明細書データを
一時的に保存する。また、メモリ２４は、サービス用信号処理部２３の処理時にデータも
しくは情報を一時的に保存するワークメモリとして機能する。
【００７６】
　図４は、本実施の形態に係る端末ＵＥ１の内部構成の一例を詳細に示すブロック図であ
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る。端末ＵＥ１は、例えばユーザにより所持される携帯型の通信機器であり、例えばスマ
ートフォンもしくはタブレット端末である。なお、端末ＵＥ１は、スマートフォンもしく
はタブレット端末に限定されない。図４では、端末ＵＥ１を例示して説明しているが、図
１に示す端末ＵＥ２の他に、本実施の形態に係る通信課金システム１００にアクセスする
端末の内部構成も同様である。
【００７７】
　端末ＵＥ１は、無線信号処理部８１と、ベースバンド信号処理部８２と、アプリ開始許
可／中止指示情報抽出部８３と、アプリ／課金体系情報抽出部８４と、端末表示部８５と
、メモリ８６と、ユーザデータ入出力Ｉ／Ｆ部８７と、アプリケーション処理部８８と、
操作部８９とを含む構成である。端末ＵＥ１は、位置情報取得部ＧＰを更に含むとしてよ
い。ベースバンド信号処理部８２と、アプリ開始許可／中止指示情報抽出部８３と、アプ
リ／課金体系情報抽出部８４と、ユーザデータ入出力Ｉ／Ｆ部８７と、アプリケーション
処理部８８とは、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ、ＤＳＰもしくはＦＰＧＡのプロセッサを用いて
構成される。
【００７８】
　無線信号処理部８１は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて使用する周波
数帯の無線信号の送受信を、アンテナＡｎｔ１を介して基地局（例えば基地局ｅＮＢ１）
との間で行う。なお、図４では省略されているが、無線信号処理部８１は、ワイドセルラ
ーネットワークＷＣＮＷにおいて使用する周波数帯の無線信号の送受信を、アンテナＡｎ
ｔ１を介して基地局（例えば基地局ｅＮＢ３）との間で行ってよい。
【００７９】
　ベースバンド信号処理部８２は、無線信号処理部８１において受信された無線信号をベ
ースバンド帯域の信号に変換する。また、ベースバンド信号処理部８２は、ベースバンド
信号処理部８２に入力されたベースバンド帯域の信号を、無線信号処理部８１が扱う周波
数帯の無線信号に変換する。
【００８０】
　アプリ開始許可／中止指示情報抽出部８３は、端末表示部８５に表示されたアプリケー
ション開始許否選択画面に対するユーザの操作に基づいて、該当するアプリケーションの
開始を許可するのか又は中止するのかを示す選択情報を抽出してベースバンド信号処理部
８２に出力する。この選択情報は、ベースバンド信号処理部８２、無線信号処理部８１、
アンテナＡｎｔ１及び基地局（例えば基地局ｅＮＢ１）を介してローカルＧＷ装置１０に
送信される。
【００８１】
　アプリ／課金体系情報抽出部８４は、ユーザのアプリケーションの利用開始を指示する
操作に基づいて、ローカルサービス局装置２０から送信されたアプリケーションの内容情
報とそのアプリケーションの利用に伴う課金体系情報を抽出する。アプリ／課金体系情報
抽出部８４は、抽出されたアプリケーションの内容情報とそのアプリケーションの利用に
伴う課金体系情報とを用いて、アプリケーション開始許否選択画面を生成して端末表示部
８５に表示する。端末表示部８５に表示されるアプリケーション開始許否選択画面につい
ては図６を参照して後述する。
【００８２】
　端末表示部８５は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）もしくは有機ＥＬ（Elec
troluminescence）を用いて構成され、各種のデータもしくは情報を含む画面を表示する
。端末表示部８５は、各種のデータもしくは情報を含む画面を表示している際に、ユーザ
の操作部８９を用いた操作により指示された端末表示部８５の位置に関する情報を選択情
報としてアプリ開始許可／中止指示情報抽出部８３に送る。
【００８３】
　メモリ８６は、例えばＲＡＭ及びＲＯＭを用いて構成され、端末ＵＥ１における各種の
処理の実行に必要なプログラム及びデータを保持する。また、メモリ８６は、端末表示部
８５により表示される各種のデータもしくは情報を一時的に保存する。また、メモリ８６
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は、位置情報取得部ＧＰにより計算された端末ＵＥ１の位置情報を一時的に保存する。メ
モリ８６は、端末ＵＥ１を構成する各部における処理の実行時データもしくは情報を一時
的に保存するワークメモリとして機能する。
【００８４】
　ユーザデータ入出力Ｉ／Ｆ部８７は、外部機器（例えば１台以上の監視カメラ）から入
力された上りユーザデータ（例えばアップロードされる撮像映像のデータ）を入力したり
、下りユーザデータ（例えばダウンロードされた撮像映像のデータ）を外部機器（例えば
ディスプレイ装置）に出力したりする。
【００８５】
　アプリケーション処理部８８は、ユーザの操作部８９を用いた操作により指定されたい
ずれかのアプリケーションを起動、実行、中止、終了する処理部である。アプリケーショ
ンは、端末ＵＥ１において実行可能にインストールされている（図６参照）。例えば、ア
プリケーション処理部８８は、ユーザの操作部８９を用いた操作によりいずれかのアプリ
ケーションの利用開始の指示がなされた場合には、端末表示部８５においてアプリケーシ
ョン開始許否選択画面が表示されるために、指示されたアプリケーションに関する情報を
取得してベースバンド信号処理部８２に出力する。このアプリケーションに関する情報は
、ベースバンド信号処理部８２、無線信号処理部８１、アンテナＡｎｔ１、基地局（例え
ば基地局ｅＮＢ１）、ローカルＧＷ装置１０を介してローカルサービス局装置２０に送信
される。
【００８６】
　操作部８９は、端末ＵＥ１を所持するユーザの操作（例えば、ローカルセルラーネット
ワークＬＣＮＷを用いてアプリケーションの利用開始の指示）を受け付ける。なお、端末
ＵＥ１がスマートフォンもしくはタブレット端末である場合には、操作部８９は端末表示
部８５とともにタッチパネルを構成してよい。
【００８７】
　位置情報取得部ＧＰは、複数の航法衛星（つまり、ＧＰＳ（Global Positioning Syste
m）衛星）から発信された時刻及び各ＧＰＳ衛星の位置（座標）を示す複数の信号を受信
する。位置情報取得部ＧＰは、受信された複数の信号に基づいて、端末ＵＥ１の位置を算
出する。位置情報取得部ＧＰは、端末ＵＥ１の位置情報をベースバンド信号処理部８２に
出力する。
【００８８】
　図５は、本実施の形態に係る通信課金システム１００における端末が利用した通信サー
ビスごとのシグナリングの一例を示すシーケンス図である。
【００８９】
　図５では、端末（例えば端末ＵＥ１）がＬＣ（つまり、ローカルセルラーネットワーク
ＬＣＮＷ）を経由した通信を伴うアプリケーションを利用した場合の動作手順と、端末（
例えば端末ＵＥ１）がＷＣ（つまり、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷ）を経由した
通信を伴うアプリケーションを利用した場合の動作手順とがそれぞれ示されている。前者
のアプリケーションは、例えば端末（例えば端末ＵＥ１）が、ローカルセルラーネットワ
ークＬＣＮＷが構築された大学のキャンパス内で、大学の授業に必要な教科書のデータを
有料でダウンロードする通信サービスである。一方、後者のアプリケーションは、例えば
ユーザの所持する端末（例えば端末ＵＥ１）がそのユーザの実家にいる父親の所持する端
末に対してＩＰ電話をかけるという通信サービスである。
【００９０】
　図５において、端末ＵＥ１を所持するユーザの操作により、ＬＣ（つまり、ローカルセ
ルラーネットワークＬＣＮＷ）専用の通信サービスの利用開始要求が端末ＵＥ１に対して
指示されたとする（Ｓ１、図６参照）。端末ＵＥ１は、指示された通信サービスの利用開
始要求をローカルサービス局装置２０に送信する（Ｓ１）。この通信サービスの利用開始
要求は、アプリケーション処理部８８、ベースバンド信号処理部８２、無線信号処理部８
１、アンテナＡｎｔ１、基地局（例えば基地局ｅＮＢ１）、ローカルＧＷ装置１０を介し
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て、ローカルサービス局装置２０において受信される。
【００９１】
　図６は、本実施の形態に係る端末ＵＥ１の端末表示部８５に表示されるアプリケーショ
ン選択画面ＷＤ１と選択されたアプリケーションに対応するアプリケーション開始許否選
択画面ＷＤ２との一例をそれぞれ示す図である。例えばステップＳ１では、図６の紙面左
側に示すように、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷを用いて利用可能な通信サービ
ス（例えばアプリケーションＣ）がユーザの指ＦＧによって起動開始の指示を受けている
。
【００９２】
　ローカルサービス局装置２０は、ステップＳ１において端末ＵＥ１から送信された通信
サービス（例えばアプリケーションＣ）の利用開始要求を受信すると、アプリケーション
Ｃの内容情報とアプリケーションＣの利用に伴う課金体系情報とを取得する。ローカルサ
ービス局装置２０は、取得されたアプリケーションＣの内容情報とアプリケーションＣの
利用に伴う課金体系情報とを対応付けて端末ＵＥ１に送信する（Ｓ２）。アプリケーショ
ンＣの内容情報とアプリケーションＣの利用に伴う課金体系情報は、ローカルＧＷ装置１
０、基地局（例えば基地局ｅＮＢ１）を介して、端末（例えば端末ＵＥ１）に送信される
。
【００９３】
　端末ＵＥ１は、ステップＳ２においてローカルサービス局装置２０から送信されたアプ
リケーションＣの内容情報とアプリケーションＣの利用に伴う課金体系情報とを受信する
。端末ＵＥ１は、受信されたアプリケーションＣの内容情報とアプリケーションＣの利用
に伴う課金体系情報とを用いて、アプリケーション開始許否選択画面ＷＤ２を生成して端
末表示部８５に表示する。
【００９４】
　図６の紙面右側に示すように、アプリケーション開始許否選択画面ＷＤ２は、アプリケ
ーションＣの名称と、端末ＵＥ１が利用するアプリケーションＣの通信サービスの提供主
の名称ＫＫと、アプリケーションＣの利用に伴う課金体系情報ＰＰと、アプリケーション
Ｃの開始を許可するか又は中止するかどうかを選択させる許否選択項目とが表示された画
面である。また、端末（例えば端末ＵＥ１）は、アプリケーション開始許否選択画面ＷＤ
２を表示する際に、例えばローカルＧＷ装置１０から今月のパケット使用量（通信量）の
累計に関する情報を取得している場合には、その累計に関する情報を含めて表示してよい
。これにより、ユーザは、パケット使用量を閲覧することで、さらなるアプリケーション
の過大な利用を思いとどまることができ、過大な利用料金の請求がなされることを回避で
きる。
【００９５】
　なお、端末（例えば端末ＵＥ１）は、位置情報取得部ＧＰからの出力に基づいて、その
端末の位置情報（言い換えると、端末を所持するユーザの位置情報）において利用可能な
ネットワークをローカルセルラーネットワークＬＣＮＷ又はワイドセルラーネットワーク
ＷＣＮＷのいずれかを決定してよい。これにより、端末（例えば端末ＵＥ１）は、その決
定結果に従って、アプリケーション開始許否選択画面ＷＤ２を簡易に生成できる。
【００９６】
　図７は、図６に示すアプリケーション開始許否選択画面ＷＤ２に表示される通信事業者
、通信サービス、課金体系の候補例をそれぞれ示す図である。通信サービスの提供主の名
称ＫＫの候補は、例えば既存の広域セルラー通信事業者であるセルラーシステム通信事業
者ＡＡ，セルラーシステム通信事業者ＢＢ，セルラーシステム通信事業者ＣＣ、更に、新
規参入のソリューションプロバイダであるローカルエリア通信事業者ＤＤ，ローカルエリ
ア通信事業者ＥＥである。アプリケーションの名称の候補は、例えば映像アップロード，
映像ダウンロード，建設機器遠隔操作，テレビ会議，インターネットアクセス，通話（ロ
ーカルエリア内），通話（ローカルエリア外）である。アプリケーションの利用に伴う課
金体系情報の候補は、例えば無料，￥１０００／１ＧＢ（ギガバイト），￥２００／１Ｇ
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Ｂ，￥１０／１ＧＢである。
【００９７】
　端末ＵＥ１は、アプリケーション開始許否選択画面ＷＤ２に対するユーザの指ＦＧの操
作により、アプリケーションＣの開始を許可する旨の指示を受け付けたとする（Ｓ３）。
端末ＵＥ１は、ステップＳ３における指示に応じて、アプリケーションＣの開始を許可す
る旨の指示に関する情報をローカルサービス局装置２０に送信する（Ｓ３）。このアプリ
ケーションＣの開始を許可する旨の指示に関する情報は、アプリ開始許可／中止指示情報
抽出部８３、ベースバンド信号処理部８２、無線信号処理部８１、アンテナＡｎｔ１、基
地局（例えば基地局ｅＮＢ１）、ローカルＧＷ装置１０を介して、ローカルサービス局装
置２０において受信される。
【００９８】
　ローカルサービス局装置２０は、ステップＳ３において端末ＵＥ１から送信されたアプ
リケーションＣの開始を許可する旨の指示に関する情報の受信に基づいて、アプリケーシ
ョンＣの利用に伴う無線通信を端末ＵＥ１との間で行う（Ｓ４）。ステップＳ４における
ローカルサービス局装置２０と端末ＵＥ１との無線通信は、ローカルＧＷ装置１０及び基
地局（例えば基地局ｅＮＢ１）を介して行われる。
【００９９】
　ローカルＧＷ装置１０は、ステップＳ４におけるローカルサービス局装置２０と端末Ｕ
Ｅ１との間のアプリケーションＣの利用に伴う無線通信の間、上り回線を利用する無線通
信に係るパケットの総数を示す通信量、並びに、下り回線を利用する無線通信に係るパケ
ットの総数を示す通信量をそれぞれ計数して管理する。
【０１００】
　ここで、ユーザの操作によりアプリケーションＣの利用を終了する旨の指示があってそ
の指示がステップＳ３と同様の通信経路でローカルサービス局装置２０に送られた場合、
又は、ローカルサービス局装置２０によりアプリケーションＣの利用を終了する旨の指示
がステップＳ２と同様の通信経路で端末ＵＥ１に送られたとする。この場合、端末ＵＥ１
とローカルサービス局装置２０との間で、アプリケーションＣに伴う無線通信が終了する
（Ｓ５）。
【０１０１】
　ステップＳ５の後、ローカルＧＷ装置１０は、ステップＳ４において計数していた上り
回線を利用通過したパケットの総数を示す通信量の計数結果、並びに、下り回線を利用通
過するパケットの総数を示す通信量の計数結果とアプリケーションＣの課金体系情報とに
基づいて、端末ＵＥ１がアプリケーションＣを利用した時の通信料金を計算してＬＣ課金
情報を生成する（Ｓ６）。ローカルＧＷ装置１０は、ステップＳ６において生成したＬＣ
課金情報（つまり、アプリケーションＣを利用した時のパケット総数に応じた通信料金の
計算結果）をローカルサービス局装置２０に送信して報告する（Ｓ７）。
【０１０２】
　ローカルサービス局装置２０は、ステップＳ７においてローカルＧＷ装置１０から送信
されたＬＣ課金情報を受信すると、そのＬＣ課金情報に基づいて、アプリケーションＣを
利用した端末ＵＥ１のユーザに対する通信料金の明細書データ（ＬＣ課金明細書情報）を
生成する。ローカルサービス局装置２０は、生成された通信料金の明細書データ（ＬＣ課
金明細書情報）をローカルＧＷ装置１０に送信する（Ｓ７Ａ）。
【０１０３】
　ローカルＧＷ装置１０は、ステップＳ７Ａにおいてローカルサービス局装置２０から送
信されたＬＣ課金明細書情報を受信すると、そのＬＣ課金明細書情報を、ワイドセルラー
ネットワークＷＣＮＷのＭＭＥ５０に送信する（Ｓ８）。ＭＭＥ５０は、ステップＳ８に
おいてローカルＧＷ装置１０から送信されたＬＣ課金明細書情報を、Ｓ－ＧＷ６０を介し
てＰ－ＧＷ７０に送信する（Ｓ９）。Ｐ－ＧＷ７０は、ステップＳ９においてＭＭＥ５０
から送信されたＬＣ課金明細書情報を課金処理部７５に渡す（Ｓ１０）。
【０１０４】
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　次に、端末ＵＥ１を所持するユーザの操作により、ＷＣ（つまり、ワイドセルラーネッ
トワークＷＣＮＷ）の通信サービスの利用開始要求が端末ＵＥ１に対して指示されたとす
る（Ｓ１１参照）。端末ＵＥ１は、指示された通信サービスの利用開始要求を通信サービ
ス提供ウェブサーバ（図示略）に送信する（Ｓ１１）。この通信サービスの利用開始要求
は、アプリケーション処理部８８、ベースバンド信号処理部８２、無線信号処理部８１、
アンテナＡｎｔ１、基地局（例えば基地局ｅＮＢ３）、ＭＭＥ５０もしくはＳ－ＧＷ６０
、Ｐ－ＧＷ７０及びネットワークＮＷ１を介して、通信サービス提供ウェブサーバ（図示
略）において受信される。
【０１０５】
　通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）は、ステップＳ１１において端末ＵＥ１から
送信された通信サービス（例えばアプリケーションＤに相当する通話（ローカルエリア外
））の利用開始要求を受信すると、アプリケーションＤの内容情報とアプリケーションＤ
の利用に伴う課金体系情報とを取得する。通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）は、
取得されたアプリケーションＤの内容情報とアプリケーションＤの利用に伴う課金体系情
報とを対応付けて端末ＵＥ１に送信する（Ｓ１２）。アプリケーションＤの内容情報とア
プリケーションＤの利用に伴う課金体系情報は、通信サービス提供ウェブサーバ（図示略
）、ネットワークＮＷ１、Ｐ－ＧＷ７０、Ｓ－ＧＷ６０もしくはＭＭＥ５０、及び基地局
（例えば基地局ｅＮＢ３）を介して、端末（例えば端末ＵＥ１）に送信される。
【０１０６】
　端末ＵＥ１は、ステップＳ１２において通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）から
送信されたアプリケーションＤの内容情報とアプリケーションＤの利用に伴う課金体系情
報とを受信する。端末ＵＥ１は、受信されたアプリケーションＤの内容情報とアプリケー
ションＤの利用に伴う課金体系情報とを用いて、アプリケーション開始許否選択画面（図
６参照）を生成して端末表示部８５に表示する。
【０１０７】
　端末ＵＥ１は、端末表示部８５に表示されたアプリケーション開始許否選択画面に対す
るユーザの指ＦＧの操作により、アプリケーションＤの開始を許可する旨の指示を受け付
けたとする（Ｓ１３）。端末ＵＥ１は、ステップＳ１３における指示に応じて、アプリケ
ーションＤの開始を許可する旨の指示に関する情報を通信サービス提供ウェブサーバ（図
示略）に送信する（Ｓ１３）。このアプリケーションＤの開始を許可する旨の指示に関す
る情報は、アプリ開始許可／中止指示情報抽出部８３、ベースバンド信号処理部８２、無
線信号処理部８１、アンテナＡｎｔ１、基地局（例えば基地局ｅＮＢ３）、ＭＭＥ５０も
しくはＳ－ＧＷ６０、Ｐ－ＧＷ７０及びネットワークＮＷ１を介して、通信サービス提供
ウェブサーバ（図示略）において受信される。
【０１０８】
　通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）は、ステップＳ１３において端末ＵＥ１から
送信されたアプリケーションＤの開始を許可する旨の指示に関する情報の受信に基づいて
、アプリケーションＤの利用に伴う無線通信を端末ＵＥ１との間で行う（Ｓ１４）。ステ
ップＳ１４における通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）と端末ＵＥ１との無線通信
は、ネットワークＮＷ１、Ｐ－ＧＷ７０、Ｓ－ＧＷ６０もしくはＭＭＥ５０、及び基地局
（例えば基地局ｅＮＢ３）を介して行われる。
【０１０９】
　課金処理部７５は、ステップＳ１４における通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）
と端末ＵＥ１との間のアプリケーションＤの利用に伴う無線通信の間、上り回線を利用す
る無線通信に係るパケットの総数を示す通信量、並びに、下り回線を利用する無線通信に
係るパケットの総数を示す通信量をそれぞれ計数して管理する。
【０１１０】
　ここで、ユーザの操作によりアプリケーションＤの利用を終了する旨の指示があってそ
の指示がステップＳ１３と同様の通信経路で通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）に
送られた場合、又は、通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）によりアプリケーション
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Ｄの利用を終了する旨の指示がステップＳ１２と同様の通信経路で端末ＵＥ１に送られた
とする。この場合、端末ＵＥ１と通信サービス提供ウェブサーバ（図示略）との間で、ア
プリケーションＤに伴う無線通信が終了する（Ｓ１５）。
【０１１１】
　ステップＳ１５の後、課金処理部７５は、ステップＳ１４において計数していた上り回
線を利用通過したパケットの総数を示す通信量の計数結果、並びに、下り回線を利用通過
するパケットの総数を示す通信量の計数結果とアプリケーションＤの課金体系情報とに基
づいて、端末ＵＥ１がアプリケーションＤを利用した時の通信料金を計算してＷＣ課金情
報を生成する（Ｓ１６）。課金処理部７５は、生成されたＷＣ課金情報に基づいて、アプ
リケーションＤを利用した端末ＵＥ１のユーザに対する通信料金の明細書データ（ＷＣ課
金明細書情報）を生成する。
【０１１２】
　なお、図５には図示が省略されているが、課金処理部７５は、ステップＳ１０において
取得されたＬＣ課金明細書情報と上述したＷＣ課金明細書情報とを一括に含む端末課金明
細書情報を端末ごとに生成してよい。課金処理部７５は、この端末ごとに生成された端末
課金明細書情報を該当する端末（例えば端末ＵＥ１）に送信して通知してよい。これによ
り、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷを運営する通信事業者（例えば既存の広域セル
ラー通信事業者）は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおける通信サービスの利
用とワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおける通信サービスの利用とを分別管理しな
がら、その端末を所持するユーザに対してＬＣ課金明細書情報による課金とＷＣ課金明細
書情報による課金とを一括で請求できる。
【０１１３】
　以上により、本実施の形態の通信課金システム１００では、ローカルＧＷ装置１０（第
１の計数装置の一例）は、端末（例えば端末ＵＥ１）におけるローカルセルラーネットワ
ークＬＮＣＷ（第１の通信網の一例）を用いた通信サービス（第１の通信サービスの一例
）の利用時の通信量を計数する。Ｐ－ＧＷ７０（第２の計数装置の一例）は、端末（例え
ば端末ＵＥ１）におけるワイドセルラーネットワークＷＣＮＷ（第２の通信網の一例）を
用いた通信サービス（第２の通信サービスの一例）の利用時の通信量を計数する。ローカ
ルＧＷ装置１０は、計数されたローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおける通信サー
ビスの利用時の通信量に関する情報を、ＭＭＥ５０及びＳ－ＧＷ６０を介して、Ｐ－ＧＷ
７０に送信する。Ｐ－ＧＷ７０は、ローカルＧＷ装置１０から送信された通信サービスの
利用時の通信量に関する情報と、Ｐ－ＧＷ７０によって計数された通信サービスの利用時
の通信量に関する情報とを、端末（例えば端末ＵＥ１）に関する情報と対応付けてメモリ
７７（記憶部の一例）に記憶する。
【０１１４】
　これにより、本実施の形態の通信課金システム１００は、ユーザが所持する端末（例え
ば端末ＵＥ１）が行ったローカルセルラーネットワークＬＣＮＷもしくはワイドセルラー
ネットワークＷＣＮＷの通信サービスごとに無線通信のトラフィックに応じた通信量の計
数管理を行える。従って、通信課金システム１００は、端末（例えば端末ＵＥ１）が通信
サービスを利用した時の状況（例えば屋外エリア、ローカルエリア、屋内エリアのいずれ
で利用したかなどの状況）に応じて、その通信サービスに対するユーザへの適切な課金を
実現でき、多くのユーザの通信サービスへの利用の普及を効果的に支援できる。
【０１１５】
　また、Ｐ－ＧＷ７０は、メモリ７７に記憶されたローカルセルラーネットワークＬＣＮ
Ｗにおける通信サービスの利用時の通信量に関する情報と、ワイドセルラーネットワーク
ＷＣＮＷにおける通信サービスの利用時の通信量に関する情報とを用いて、端末（例えば
端末ＵＥ１）を所持するユーザの通信サービス利用に関する課金情報（端末課金明細書情
報）を生成する。これにより、例えばワイドセルラーネットワークＷＣＮＷを運営する通
信事業者（例えば既存の広域セルラー通信事業者）は、ローカルセルラーネットワークＬ
ＣＮＷにおける通信サービスの利用料金とワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおける
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通信サービスの利用料金とを、端末を所持するユーザごとに分別して管理できる。
【０１１６】
　また、Ｐ－ＧＷ７０は、端末ごとに生成されたＬＣ課金明細書情報及びＷＣ課金明細書
情報を含む端末課金明細書情報を、該当する端末（例えば端末ＵＥ１）に通知してよい。
これにより、例えばワイドセルラーネットワークＷＣＮＷを運営する通信事業者（例えば
既存の広域セルラー通信事業者）は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおける通
信サービスの利用とワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおける通信サービスの利用と
を分別管理しながら、その端末を所持するユーザに対してＬＣ課金明細書情報による課金
とＷＣ課金明細書情報による課金とを一括で請求できる。
【０１１７】
　また、ローカルＧＷ装置１０は、例えば端末（例えば端末ＵＥ１）がローカルセルラー
ネットワークＬＣＮＷにおいて下り回線を用いた通信サービス（例えば有料映像コンテン
ツのデータのダウンロード）の利用時の通信量を計数する。Ｐ－ＧＷ７０は、例えば端末
（例えば端末ＵＥ１）がワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて下り回線を用いた
通信サービス（例えば無料映像コンテンツのストリーミング配信）の利用時の通信量を計
数する。これにより、ローカルＧＷ装置１０は、端末（例えば端末ＵＥ１）がローカルセ
ルラーネットワークＬＣＮＷにおいて下り回線を用いた通信サービスの課金体系情報に適
合した通信量に対応する通信料金を適正に計算できる。同様に、Ｐ－ＧＷ７０は、端末（
例えば端末ＵＥ１）がワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて上り回線を用いた通
信サービスの課金体系情報に適合した通信量に対応する通信料金を適正に計算できる。
【０１１８】
　また、ローカルＧＷ装置１０は、例えば端末（例えば端末ＵＥ１）がローカルセルラー
ネットワークＬＣＮＷにおいて上り回線を用いた通信サービス（例えば大学のレポートの
データのアップロード）の利用時の通信量を計数する。Ｐ－ＧＷ７０は、例えば端末（例
えば端末ＵＥ１）がワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて上り回線を用いた通信
サービス（例えば自撮り動画のデータのアップロード）の利用時の通信量を計数する。こ
れにより、ローカルＧＷ装置１０は、端末（例えば端末ＵＥ１）がローカルセルラーネッ
トワークＬＣＮＷにおいて上り回線を用いた通信サービスの課金体系情報に適合した通信
量に対応する通信料金を適正に計算できる。同様に、Ｐ－ＧＷ７０は、端末（例えば端末
ＵＥ１）がワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて上り回線を用いた通信サービス
の課金体系情報に適合した通信量に対応する通信料金を適正に計算できる。
【０１１９】
　また、第１の通信網は、所定の地域（例えばローカルエリア、屋内エリア）内に配置さ
れた基地局（例えば、基地局ｅＮＢ１）を介して、その所定の地域内において通信サービ
スの利用が可能な局所ネットワーク（つまり、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷ）
である。また、第２の通信網は、いわゆる３Ｇ（第３世代移動通信システム）やＬＴＥも
しくはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどの４Ｇも適用可能な広域セルラーネットワークであ
る。これにより、通信課金システム１００にアクセスする端末（例えば端末ＵＥ１）は、
ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷが構築されたローカルエリアもしくは屋内エリア
においてのみ利用が可能な通信サービスを享受できる。一方で、端末（例えば端末ＵＥ１
）は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷの利用が可能ではないワイドセルラーネッ
トワークＷＣＮＷのエリア（つまり、屋外エリア）でも利用可能な通信サービスを享受で
き、ユーザの位置など周辺の環境状況に臨機応変に利用可能な通信サービスを選択できる
。
【０１２０】
　また、端末（例えば端末ＵＥ１）は、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷを用いた
通信サービス（第１の通信サービスの一例）の利用開始の指示を操作部８９において受け
付ける。端末（例えば端末ＵＥ１）は、指示された通信サービスに関する情報を、アンテ
ナＡｎｔ１が接続された無線信号処理部８１（通信部の一例）において、その通信サービ
スを提供するローカルサービス局装置２０（サービス局装置の一例）に送信する。また、
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端末（例えば端末ＵＥ１）は、その通信サービスに関する情報に基づいてローカルサービ
ス局装置２０により生成された、アプリケーションの内容情報と、通信サービスの利用時
の通信量と通信料金との対応関係を示す課金体系情報とをアプリ／課金体系情報抽出部８
４（取得部の一例）において取得する。端末（例えば端末ＵＥ１）は、取得されたアプリ
ケーションの内容情報と通信サービスに対応する課金体系情報とを含む、アプリケーショ
ン開始許否選択画面ＷＤ２（通信サービスの利用開始の許否選択画面の一例）を端末表示
部８５において表示する。端末（例えば端末ＵＥ１）は、ユーザの操作により、アプリケ
ーション開始許否選択画面ＷＤ２に対する通信サービスの利用開始の許可の指示に応じて
、ローカルサービス局装置２０との間で通信サービスに関する通信（つまり、アプリケー
ションの利用）を開始する。
【０１２１】
　これにより、通信課金システム１００（例えば、ローカルセルラーネットワークＬＣＮ
Ｗ）にアクセスする端末（例えば、端末ＵＥ１）は、ユーザが利用を開始する通信サービ
スを実際に開始する前に、その通信サービスの通信料金に関する情報を事前にユーザに提
示できる。従って、端末（例えば端末ＵＥ１）は、その通信料金に関する情報をユーザに
把握させた上で利用開始が可能となり、ユーザの通信サービスへの利用の普及を効果的に
支援できる。
【０１２２】
（本実施の形態の変形例）
　図８は、本実施の形態の変形例に係る通信課金システム１００Ａのシステム構成例を示
すブロック図である。図９は、本実施の形態の変形例に係る通信課金システム１００Ａに
おける端末が利用した通信サービスごとのシグナリングの一例を示すシーケンス図である
。
【０１２３】
　本実施の形態の変形例では、上述した本実施の形態とは異なり、ローカルセルラーネッ
トワークＬＣＮＷにおいて利用可能な通信サービスの提供主である通信事業者が、自身の
運営する通信サービスの利用に伴う通信料金の課金請求をユーザに対して個別に行う。更
に、ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷにおいて利用可能な通信サービスの提供主であ
る通信事業者が、自身の運営する通信サービスの利用に伴う通信料金の課金請求をユーザ
に対して個別に行う。
【０１２４】
　図８に示す通信課金システム１００Ａの構成は、図１に示す通信課金システム１００の
構成と同様であるため、同一の内容の構成については同一の符号を付与して説明を簡略化
又は省略し、異なる内容について説明する。また、図９の説明においても、図５の説明と
同一の内容については同一のステップ番号を付与して説明を簡略化又は省略する。
【０１２５】
　本実施の形態の変形例では、上述したように、端末（例えば端末ＵＥ１）を所持するユ
ーザに対しては、ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおいて利用可能な通信サービ
スの提供主である通信事業者が個別にＬＣ課金情報（言い換えると、ローカルセルラーネ
ットワークにおいて利用した通信サービスの通信量に対応する通信料金）を請求する。従
って、図８及び図９において、ローカルＧＷ装置１０とＭＭＥ５０との間でＬＣ課金明細
書情報の送受信は行われない。
【０１２６】
　以上により、本実施の形態の変形例の通信課金システム１００では、ローカルＧＷ装置
（第１の計数装置の一例）は、端末（例えば端末ＵＥ１）におけるローカルセルラーネッ
トワークＬＮＣＷ（第１の通信網の一例）を用いた通信サービス（第１の通信サービスの
一例）の利用時の通信量を計数する。Ｐ－ＧＷ７０（第２の計数装置の一例）は、端末（
例えば端末ＵＥ１）におけるワイドセルラーネットワークＷＣＮＷ（第２の通信網の一例
）を用いた通信サービス（第２の通信サービスの一例）の利用時の通信量を計数する。ロ
ーカルＧＷ装置１０は、計数されたローカルセルラーネットワークＬＣＮＷにおける通信
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サービスの利用時の通信量に関する情報を、端末（例えば端末ＵＥ１）に関する情報と対
応付けてメモリ１７（第１の記憶部の一例）を記憶する。Ｐ－ＧＷ７０は、計数されたワ
イドセルラーネットワークＷＣＮＷにおける通信サービスの利用時の通信量に関する情報
を、端末（例えば端末ＵＥ１）に関する情報と対応付けてメモリ７７（第２の記憶部の一
例）に記憶する。
【０１２７】
　これにより、本実施の形態の変形例の通信課金システム１００では、ローカルＧＷ装置
１０，Ｐ－ＧＷ７０のそれぞれが、ユーザが所持する端末（例えば端末ＵＥ１）が行った
ローカルセルラーネットワークＬＣＮＷ，ワイドセルラーネットワークＷＣＮＷの通信サ
ービスごとに無線通信のトラフィックに応じた通信量の計数管理をそれぞれ行える。従っ
て、ローカルＧＷ装置１０，Ｐ－ＧＷ７０のそれぞれは、端末（例えば端末ＵＥ１）が通
信サービスを利用した時の状況（例えば屋外エリア、ローカルエリア、屋内エリアのいず
れで利用したかなどの状況）に応じて、その通信サービスに対するユーザへの適切な課金
を個別に実現でき、多くのユーザの通信サービスへの利用の普及を効果的に支援できる。
【０１２８】
　以上、図面を参照しながら各種の実施の形態について説明したが、本開示はかかる例に
限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇
内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについて
も当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。また、発明の趣旨を逸脱しない
範囲において、上述した実施の形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２９】
　本開示は、ユーザが所持する端末が行った通信サービスごとに無線通信のトラフィック
に応じた通信量の計数管理を行い、利用時の状況に応じた通信サービスの適切な課金を実
現し、ユーザの通信サービスへの利用の普及を効果的に支援する通信課金システム及び通
信課金方法として有用である。
【０１３０】
　本開示は、ユーザが利用開始する通信サービスの通信料金に関する情報を事前にユーザ
に提示し、通信料金に関する情報をユーザに把握させた上で利用開始することで、ユーザ
の通信サービスへの利用の普及を効果的に支援する端末として有用である。
【符号の説明】
【０１３１】
１０　ローカルＧＷ装置
１１　ＭＭＥ処理部
１２　ＨＳＳ処理部
１３　Ｓ－ＧＷ処理部
１４　Ｐ－ＧＷ処理部
１５　ＰＣＲＦ処理部
１６　課金処理部
１７、２４、７７、８６　メモリ
２０　ローカルサービス局装置
２１　通信料金請求書生成部
２２　アプリケーションサーバ処理部
２３　サービス用信号処理部
５０　ＭＭＥ
６０　Ｓ－ＧＷ
７０　Ｐ－ＧＷ
７５　課金処理部
８１　無線信号処理部
８２　ベースバンド信号処理部
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８３　アプリ開始許可／中止指示情報抽出部
８４　アプリ／課金体系情報抽出部 
８５　端末表示部
８７　ユーザデータ入出力Ｉ／Ｆ部
８８　アプリケーション処理部
８９　操作部
１００　通信課金システム
１４１　上り回線パケット数計数部
１４２　下り回線パケット数計数部
Ａｎｔ１　アンテナ
ｅＮＢ１、ｅＮＢ２、ｅＮＢ３、ｅＮＢ４、ｅＮＢ５　基地局
ＧＰ　位置情報取得部
ＮＷ１、ＮＷ２　ネットワーク
ＬＣＮＷ　ローカルセルラーネットワーク
ＴＢＬ１　アプリ課金体系テーブル
ＵＥ１、ＵＥ２　端末
ＷＣＮＷ　ワイドセルラーネットワーク

【図１】 【図２】
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